様式第3号(第6条関係)
ひこね市文化プラザ使用許可書
	申請者
	　　　　　　　　　　　　　様

代表者(団体)電話番号
　会場使用責任者
　電話番号
	許可番号
年　　月　　日
本書のとおり使用を許可します。

彦根市長　　印

	
	
	請求番号
	　

	
	
	施設使用料請求額
	　

	
	
	納入期限
	　　年　　月　　日

	催物名
	　

	使用形態
	減免
	　
	　
	　
	団体区分名
	　
	対象

	
	営利
	　
	　
	　
	有料
	　
	　
	　
	□一般　□関係者

	使用内容および使用料






単位
人数：人
金額：円
	使用日
	主たる使用施設
	仕込み
	リハーサル
	開場
	開演
	終演
	撤去

	
	年　月　日(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	使用施設
	使用時間
	使用形態
	開演
	終演
	使用人数
	基本使用料
	増額
	減額
	減免額
	施設使用料

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	合計
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	許可条件
	1　ひこね市文化プラザの管理運営に関する規則第11条に定めるとおり、納入期限までに本書に記載の施設使用料を納入してください。なお、納入期限までに施設使用料を納入されない場合は、ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例第12条の規定により、本許可を取り消します。
2　条例・規則、裏面に記載しています事項は、遵守してください。
	使用料内訳

	
	
	施設使用料
	　

	
	
	既納施設使用料
	　

	
	
	今回請求額
	　

	
	
	　
	　

	
	
	キャンセル料
	　

	
	
	施設使用料還付額
	　



1　使用許可の取消し等
　・　次のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、または使用を停止し、もしくは使用の許可を取り消すことがあります。
　(1)　使用料を納入期限までに納めないとき。
　(2)　使用の遵守事項(下記2の各号)に違反したとき。
　(3)　集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
　(4)　災害その他不可抗力により、ひこね市文化プラザを使用できなくなったとき。
　(5)　管理上支障があると認められるとき。
　(6)　その他その使用が適当でないと認めるとき。
2　使用者の遵守事項
　・　次に掲げる事項は必ず守ってください。
　(1)　施設や設備等を損傷し、または人を傷つけるおそれのある行為をしないこと。
　(2)　公の秩序または善良な風俗を乱す行為をしないこと。
　(3)　許可を受けないで施設内外の壁、柱、ガラス等に貼り紙をしたり、釘類を打たないこと。
　(4)　許可を受けないで所定の場所以外で火気や水等を使用しないこと。
　(5)　許可を受けないで物品の展示、販売またはこれに類する行為をしないこと。
　(6)　許可を受けた施設および附属設備等以外のものを使用しないこと。
　(7)　許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
　(8)　ひこね市文化プラザ内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。
　(9)　収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。
　(10)　許可を受けた施設、附属設備等を目的外に使用し、またはその権利を他に譲渡し、もしくは転貸しないこと。
　(11)　ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例および同規則のほか、関係法令等に違反しないこと。
　(12)　ひこね市文化プラザの職員の指示に従うこと。
　(13)　使用を終了したとき、または使用の許可を取り消されたとき、もしくは使用の停止を命じられたときは、速やかに施設を現状に回復すること。
3　使用の変更、取りやめ
　・　使用許可の内容を変更して使用しようとするときは、所定の手続を行ってください。
　・　使用を取りやめるときは、速やかに使用許可取消届に使用許可書を添えて届け出てください。この場合、既に納めていただいた使用料はお返しできません。ただし、第1号の場合または第2号もしくは第3号に掲げる日までに使用許可取消届を提出し、承認された場合は、一定額をお返しします。
　(1)　災害その他不可抗力による理由で使用できなくなった場合　　　　　　　　全額
　(2)　各ホールおよび楽屋・・・使用日の8箇月前の日　　　　　　　　　　　　　全額
　　　　　　　　　 　　　・・・使用日の6箇月前の日　　　　　　　　　　　　　70％
　　　　　　　　　　　　 ・・・使用日の2箇月前の日　　　　　　　　　　　　  50％
　(3)　各ホールおよび楽屋以外の施設　・・・使用日の15日前　　　　　　　　　50％
4　損害賠償
　(1)　ひこね市文化プラザの建物、設備等を損傷し、または滅失した場合は、その損害について、賠償していただきます。
　(2)　市は、使用許可の取消し等によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負いません。
5　その他
　(1)　ホールを使用されるときは、使用日の1箇月前までに、舞台、音響、照明設備、会場整理等について、打ち合わせをしてください。
　(2)　使用料の前納後、使用時までに使用料が改正された場合は、その差額を追徴またはお返しします。
　(3)　所定の場所以外での飲食、喫煙は固くお断りします。
　(4)　ダンボール、チラシ、弁当の空き箱等のごみ類は、使用者側で清掃し、お持ち帰りください。
　(5)　ひこね市文化プラザの駐車台数には限度がありますので、できるだけ公共交通機関を利用してください。
　(6)　駐車場内での事故については、ひこね市文化プラザは一切の責任を負いません。
　(7)　ひこね市文化プラザの管理上必要がある場合は、使用中の施設に立ち入ることがあります。

■　休館日　毎週月曜日(月曜日が祝日に当たるときは、その翌日)、12月29日～翌年1月3日
■　開館時間　午前9時～午後10時
■　受付時間　午前9時～午後7時
◎　お問い合わせ先　　ひこね市文化プラザ　　〒522―0055　彦根市野瀬町187番地の4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　0749―26―8601　　　FAX　0749―26―8602

備考　条例第16条の規定により文化プラザの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの様式の適用については、同様式中「彦根市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と書き換えて使用する。

